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(57)【要約】
【課題】光源をＬＥＤ素子で構成した場合であっても、
簡易な構成で所定の材料を十分に光硬化させることので
きる光照射装置を提供する。
【解決手段】　本発明は、所定の第一方向に搬送される
ワークに対して光を照射する光照射装置であって、複数
の第一紫外ＬＥＤ素子が平面上に配置されてなる第一光
源部と、第一光源部に対して第一方向に隣接した位置に
おいて、複数の第二紫外ＬＥＤ素子が平面上に配列され
てなる第二光源部とを有する。複数の第一紫外ＬＥＤ素
子と、複数の第二紫外ＬＥＤ素子とは、同一条件下で点
灯させたときに主たる発光波長が同一であり、第一光源
部の温度特性と第二光源部の温度特性とが異なっている
。
【選択図】　　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の第一方向に搬送されるワークに対して光を照射する光照射装置であって、
　複数の第一紫外ＬＥＤ素子が配置されてなる第一光源部と、
　前記第一光源部に対して前記第一方向に隣接した位置において、複数の第二紫外ＬＥＤ
素子が配置されてなる第二光源部とを有し、
　複数の前記第一紫外ＬＥＤ素子と、複数の前記第二紫外ＬＥＤ素子とは、同一条件下で
点灯させたときに主たる発光波長が同一であり、
　前記第一光源部の温度特性と前記第二光源部の温度特性とが異なっていることを特徴と
する光照射装置。
【請求項２】
　前記第一光源部内において前記第一方向とは非平行な第二方向に配置された複数の前記
第一紫外ＬＥＤ素子の配置密度と、前記第二光源部内において前記第二方向に配置された
複数の前記第二紫外ＬＥＤ素子の配置密度とが異なっていることを特徴とする請求項１に
記載の光照射装置。
【請求項３】
　前記第一光源部は、複数の前記第一紫外ＬＥＤ素子を主面上に配置した第一実装基板と
、前記第一実装基板の主面とは反対側の面に連絡して設けられた第一ヒートシンクとを有
し、
　前記第二光源部は、複数の前記第二紫外ＬＥＤ素子を主面上に配置した第二実装基板と
、前記第二実装基板の主面とは反対側の面に連絡して設けられ、前記第一ヒートシンクと
冷却能力の異なる第二ヒートシンクとを有することを特徴とする請求項１に記載の光照射
装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の光照射装置を備え、
　前記第一方向に搬送される前記ワークの表面には所定の材料物が塗布されており、
　前記第一光源部及び前記第二光源部から前記ワークに対して光が照射されることで、前
記材料物が硬化されることを特徴とする光硬化装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光照射装置に関し、特に紫外光を照射する装置に関する。また、本発明は、こ
の光照射装置を備えた光硬化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光エネルギーの作用で液状体から固体に変化させる技術を「光硬化」と呼び、インク、
接着剤などのあらゆる分野で利用されている。例えば、下記特許文献１には、ワークの表
面に塗布されたインクに対して光を照射されることで、インクが硬化して印字される画像
形成装置が開示されている。
【０００３】
　特許文献１に記載されている画像形成装置では、紫外線エネルギーの付与によって硬化
（重合化）する成分（主剤）と、重合開始剤とを含有したインクが用いられる。重合開始
剤は光を吸収しやすい性質を有し、光が照射されると定められた過程を経てラジカルと呼
ばれる非常に不安定な状態になる（下記式１）。
【０００４】
　Ｉ→Ｉ*→Ｒ・　　　　（１）
　なお、上記式（１）において、Ｉは重合開始剤を示し、Ｉ*は重合開始剤が励起状態に
あることを示し、Ｒ・はフリーラジカルを示す。重合開始剤に所定の光が照射されると、
重合開始剤は励起され、開裂し、ラジカルを発生する。



(3) JP 2018-167166 A 2018.11.1

10

20

30

40

50

【０００５】
　発生したラジカルは、主剤に含まれるモノマーの二重結合と反応して連鎖反応種を生成
する（下記式２，３）。
【０００６】
　Ｒ・＋Ｍ→ＲＭ・　　　　　（２）
　ＲＭ・＋Ｍ→ＲＭＭ・　　　（３）
　上記式（２）、（３）において、Ｍはモノマーを示す。
【０００７】
　連鎖反応種が成長反応へと進み、ポリマー鎖を生成する（下記式４）。下記式において
、Ｐm、Ｐnはポリマーを示す。
　ＲＭm・＋ＲＭn・→Ｐm＋Ｐn　　　（４）
【０００８】
　上記式（１）～（４）を経て、重合反応が進行し、インクが硬化されることで、ワーク
（例えば紙）の上面に印字が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３９９１３６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記特許文献１にも記載されているように、従来、光硬化装置用の光源としてはランプ
が用いられていた。しかし、近年、発光波長が紫外域を示す半導体発光素子の開発が進展
し、その出力が向上しつつあることから、光源として、ランプから、ランプよりも長寿命
が期待できるＬＥＤ素子への置換が考えられている。
【００１１】
　ところで、上記（１）式の反応を生じさせるべく、光硬化装置に用いられる光源は、そ
の発光波長が重合開始剤の吸収スペクトルに適したものを採用することが要求される。Ｌ
ＥＤ素子の発光波長の帯域幅は、ランプのそれよりも狭い。このため、本発明者（ら）は
、ＬＥＤ素子の発光波長をどの程度にするべきかを検討すべく、まず、従来用いられてい
た光硬化用のインクに添加されていた重合性化合物及び重合開始剤の吸収スペクトルを分
析した。この吸収スペクトルの一例を図８に示す。図８において、横軸は波長を示し、縦
軸は吸光度を示す。なお、図８では、重合性化合物として、フェノキシアクリレート、ト
リプロピレングリコールジアクリレート、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート
を含む材料を採用した。また、重合開始剤として、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾ
イル）－フェニルフォスフィンオキサイド、２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェ
ニル－フォスフィンオキサイドを含む材料を採用した。
【００１２】
　また、この重合性化合物及び重合開始剤を含むインクの硬化用光源として用いられてい
たランプの発光スペクトルの一例を図９に示す。図９において、横軸は波長を示し、縦軸
は光強度の相対値を示す。
【００１３】
　図８に示すように、重合性化合物や重合開始剤の吸収スペクトルは比較的帯域幅が広い
ことが確認された。また、図９に示される発光スペクトルによれば、図８に示す、重合性
化合物及び重合開始剤の吸収スペクトルと重なりを有していることが確認された。よって
、図９に示すスペクトルを示す光を射出するランプを光源として用いることで、ランプか
らの射出光が重合開始剤に効率よく吸収され、重合反応が進行することが予想される。
【００１４】
　次に、光源をランプからＬＥＤ素子に置換することを検討する。ＬＥＤ素子の発光スペ
クトルはランプよりも狭帯域となることが知られている。そこで、本発明者は、ＬＥＤ素
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子の発光スペクトルのピーク波長が、重合開始剤の吸収スペクトルのピーク波長にほぼ等
しくなるようにＬＥＤ素子を選択することを検討した。具体的には、図８に示す例であれ
ば、発光スペクトルのピーク波長が、３６５ｎｍを示すＬＥＤ素子を光硬化用光源として
選択した。
【００１５】
　しかし、上記ＬＥＤ素子によって光源を設計した場合、従来のランプと比較して、硬化
が不十分であることが確認された。本発明者は、この理由を以下のように推察している。
【００１６】
　ＬＥＤ素子の発光スペクトルは、従来用いられていた重合開始剤の吸収スペクトルに比
べて帯域幅が極めて狭い。また、上述したように、ＬＥＤ素子の発光スペクトルは、ラン
プの発光スペクトルに比べても帯域幅が狭い。従来の重合開始剤に対してランプからの光
を照射すると、この重合開始剤は、原理的に、吸収スペクトルのピーク波長成分の光のみ
ならず、当該ピークから少し離れた波長成分の光も吸収する。
【００１７】
　ワークの表面に塗布された未硬化のインクは、ある程度の径（大きさ）を有する。この
ため、インクに含まれる重合開始剤についても、インクの外表面に存在するものもあれば
、インクの内部付近に存在するものもある。ＬＥＤ素子の発光スペクトルは狭帯域である
ため、波長によっては、インクの表面付近に存在する重合開始剤には光が十分に吸収され
るものの、インク内部付近に存在する重合開始剤には光が十分に吸収されないことが想定
される。また、逆に、インクの内部付近に存在する重合開始剤には光が十分に吸収される
ものの、インク表面付近に存在する重合開始剤には光が十分に吸収されないことが想定さ
れる。
【００１８】
　なお、重合開始剤には、吸収スペクトルの帯域幅が比較的狭いものも存在する。従って
、このような重合開始剤が添加されたインクを用いることで、ＬＥＤ素子からの射出光で
あっても十分に硬化できる可能性がある。しかしながら、従来用いていたインクから他の
インクに置き換えた場合、印字後の色味が変化してしまうおそれがあることから、従来の
インクを引き続き使用したいというユーザの要請が存在する。このため、光源に応じて適
したインクに置き換えることは、市場の需要に鑑みるとあまり好ましいことではない。
【００１９】
　また、別の方法として、発光波長の異なる複数のＬＥＤ素子を光源に配置するという方
法が考えられる。例えば、図８に示す吸収スペクトルを示す重合開始剤が添加されたイン
クであれば、ピーク波長が３６５ｎｍ、３８５ｎｍ、４０５ｎｍを示す複数のＬＥＤ素子
を光源に備えることが考えられる。しかし、発光波長の異なるＬＥＤ素子は、相互に組成
が異なっており発光特性が異なる。このため、これらのＬＥＤ素子に対して共通の電源や
配線で実装することができない。つまり、発光波長ごとに電源や配線を分けて配置する必
要があるため、機構が複雑化してしまう。
【００２０】
　本発明は上記の課題に鑑み、光源をＬＥＤ素子で構成した場合であっても、簡易な構成
で所定の材料を十分に光硬化させることのできる光照射装置を提供することを目的とする
。また、本発明は、このような光照射装置を含む光硬化装置を実現することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、所定の第一方向に搬送されるワークに対して光を照射する光照射装置であっ
て、
　複数の第一紫外ＬＥＤ素子が配置されてなる第一光源部と、
　前記第一光源部に対して前記第一方向に隣接した位置において、複数の第二紫外ＬＥＤ
素子が配置されてなる第二光源部とを有し、
　複数の前記第一紫外ＬＥＤ素子と、複数の前記第二紫外ＬＥＤ素子とは、同一条件下で
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点灯させたときに主たる発光波長が同一であり、
　前記第一光源部の温度特性と前記第二光源部の温度特性とが異なっていることを特徴と
する。
【００２２】
　上記構成によれば、第一光源部と第二光源部に備えられた紫外ＬＥＤ素子は、いずれも
同一条件下で点灯させたときの主たる発光波長が同一である。このため、電源や配線を共
通化した状態で発光させることができる。そして、第一光源部と第二光源部の温度特性が
異なっているため、上記のように電源や配線を共通化して発光させたとしても、両光源部
の温度環境が異なるため、各光源部から射出される光の波長を相互に異ならせることがで
きる。
【００２３】
　特に、第一光源部と第二光源部は、ワークの搬送方向である第一方向に隣接した位置に
配置されている。つまり、ワーク上の同一の箇所に対して、第一光源部から射出された光
と、第二光源部から射出された光とが照射される。このため、ワーク上に載置されたイン
クに添付されている重合開始剤に対して、異なる波長の光を照射させることができる。こ
れにより、インクの全体にわたって光を届かせることができるため、全体にわたって重合
反応が促進され、十分に硬化させることができる。
【００２４】
　光照射装置は、第一光源部と第二光源部以外に、第一光源部及び第二光源部に対して更
に温度が異なる別の光源部を、第一方向に沿って配置するものとしても構わない。
【００２５】
　上記において、第一紫外ＬＥＤ素子と第二紫外ＬＥＤ素子とが、同一条件下で点灯させ
たときに主たる発光波長が同一であると記載した。ここで、発光波長が同一であるとは、
同一の温度環境下で同一の電流量を注入して点灯させたときに両素子から発せられる光の
主たるピーク波長の相違が、一般的な誤差範囲内に留められているものをいう。例えば、
この誤差範囲とは、±２０ｎｍである。
【００２６】
　第一光源部の温度特性と第二光源部の温度特性を異ならせるための具体的な手段として
は、以下の二つの方法が想定される。
【００２７】
　第一の方法は、第一光源部と第二光源部の加熱の程度を異ならせることである。より具
体的には、
　前記第一光源部内において前記第一方向とは非平行な第二方向に配置された複数の前記
第一紫外ＬＥＤ素子の配置密度と、前記第二光源部内において前記第二方向に配置された
複数の前記第二紫外ＬＥＤ素子の配置密度とを異ならせる構成とすることができる。
【００２８】
　このような構成とすることで、紫外ＬＥＤ素子の配置密度が高い光源部の温度が上昇し
やすくなり、配置密度が低い光源部の温度は上昇しにくくなる。このため、両光源部間に
温度差を設けることができる。なお、第二方向は、ワークの面に平行な方向であるものと
してよい。更に、第二方向は、第一方向に直交する方向であるものとしても構わない。
【００２９】
　第二の方法は、第一光源部と第二光源部の冷却性能を異ならせることである。より具体
的には、
　前記第一光源部は、複数の前記第一紫外ＬＥＤ素子を主面上に配置した第一実装基板と
、前記第一実装基板の主面とは反対側の面に連絡して設けられた第一ヒートシンクとを有
し、
　前記第二光源部は、複数の前記第二紫外ＬＥＤ素子を主面上に配置した第二実装基板と
、前記第二実装基板の主面とは反対側の面に連絡して設けられ、前記第一ヒートシンクと
冷却能力の異なる第二ヒートシンクとを有する構成とすることができる。
【００３０】
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　第一ヒートシンクと第二ヒートシンクで冷却能力を異ならせるためには、種々の具体的
な方法が考えられる。第一ヒートシンクと第二ヒートシンクで厚みを異ならせるものとし
ても構わない。第一ヒートシンクと第二ヒートシンクの双方を水冷機構とし、流通させる
水の流量や経路を異ならせるものとしても構わない。第一ヒートシンクと第二ヒートシン
クの双方を空冷機構とし、フィンの数や厚みを異ならせるものとしても構わない。更に、
第一ヒートシンク及び第二ヒートシンクにファンを設け、このファンの能力を異ならせる
ものとしても構わない。
【００３１】
　本発明の光硬化装置は、上記の光照射装置を備え、
　前記第一方向に搬送される前記ワークの表面には所定の材料物が塗布されており、
　前記第一光源部及び前記第二光源部から前記ワークに対して光が照射されることで、前
記材料物が硬化されることを特徴とする。
【００３２】
　光硬化装置の一例として、画像形成装置を構成することができる。この画像形成装置は
、搬送されるワークの一方の面に、光が照射されると硬化する塗料やインクなどの材料物
が塗布されており、光照射装置から射出される光が照射されることでこの材料物が硬化し
、ワークの面に画像が形成される。ワークとしては、樹脂シート、フィルム、布、プリン
ト基板、紙など、材質や形状を問わず種々のものを利用することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、光源をＬＥＤ素子で構成しながらも、簡易な構成で所定の材料を十分
に光硬化させることのできる光照射装置が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】光硬化装置の構成を模式的に示す図面である。
【図２】光照射装置の構成を模式的に示す図面である。
【図３】光照射装置の構成を模式的に示すブロック図である。
【図４】光照射装置の第一実施形態の構成を模式的に示すブロック図である。
【図５】光照射装置の第一実施形態の別の構成を模式的に示すブロック図である。
【図６】光照射装置の第二実施形態の構成を模式的に示すブロック図である。
【図７】光照射装置の第二実施形態の別の構成を模式的に示すブロック図である。
【図８】重合性化合物及び重合開始剤の吸収スペクトルの一例である。
【図９】従来の光硬化装置の光源に用いられているランプの発光スペクトルの一例である
。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の光照射装置及び光硬化装置の実施形態につき、図面を参照して説明する。なお
、以下の各図面は、あくまで模式的に図示されたものであり、図面の寸法比と実際の寸法
比は必ずしも一致しない。
【００３６】
　図１は、光硬化装置の構成を模式的に示す図面である。光硬化装置５０は、光照射装置
１と、その上流側に配置された材料物塗布部５１とを備えている。光照射装置１は、紫外
光を発するＬＥＤ素子を光源として含む。材料物塗布部５１は、ワーク１０の上面の所定
の箇所に、材料物１１ａを塗布する。例えば、光硬化装置５０が画像形成装置で構成され
る場合には、ワーク１０の上面に形成したい画像情報に応じて決定される、ワーク１０の
上面の所定の箇所に、材料物塗布部５１が材料物１１ａを塗布する。
【００３７】
　材料物塗布部５１によって表面に材料物１１ａが塗布されたワーク１０は、搬送方向Ｄ
１に沿って搬送され、光照射装置１から射出された光が照射される。これにより、材料物
１１ａが硬化され、硬化後の材料物１１ｂがワーク１０の上面に形成される。
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【００３８】
　図２及び図３は、光照射装置１の構成を模式的に示す図面である。図２は、光照射装置
１の斜視図に対応する。また、図３は光照射装置１の模式的なブロック図に対応する。
【００３９】
　光照射装置１は、光照射ユニット２を備え、Ｄ１方向に搬送されるワーク１０に対して
光照射ユニット２が光を照射する。図３の例では、光照射ユニット２が、第一光源部２１
、第二光源部２２、及び電源部３０を備える構成が図示されている。第一光源部２１及び
第二光源部２２は、それぞれ複数の紫外ＬＥＤ素子を含み、電源部３０から電力が供給さ
れることで発光する。第一光源部２１と第二光源部２２は、Ｄ１方向に隣接して配置され
ており、両者の温度特性が異なるように構成されている。
【００４０】
　（第一実施形態）
　図４は、光照射装置１の第一実施形態の構成を模式的に示す図面である。Ｄ１方向に隣
接して配置された第一光源部２１と第二光源部２２において、Ｄ１方向に直交する方向、
すなわちワーク１０の幅方向に関して、紫外ＬＥＤ素子の配置密度を異ならせている。第
一光源部２１は、複数の紫外ＬＥＤ素子２１ａ（第一紫外ＬＥＤ素子）を含み、第二光源
部２２は、複数の紫外ＬＥＤ素子２２ａ（第二紫外ＬＥＤ素子）を含む構成である。これ
らの紫外ＬＥＤ素子２１ａ及び２２ａは、同一条件下で点灯させたときに主たる発光波長
が同一である素子である。言い換えれば、同一の特性を示すと認められる素子同士である
。なお、以下では、「紫外ＬＥＤ素子」を単に「ＬＥＤ素子」と略記することがある。
【００４１】
　そして、図４の例では、上流側に位置する第一光源部２１は、下流側に位置する第二光
源部２２よりも、配置されるＬＥＤ素子の密度が低くなるように構成されている。ＬＥＤ
素子の配置密度を高めることで、隣接するＬＥＤ素子同士の間隔が狭まり、この結果、温
度が上昇しやすくなる。すなわち、光照射時において、第二光源部２２は、第一光源部２
１よりも温度が高くなる。この結果、第二光源部２２から照射される光は、第一光源部２
１から照射される光よりも波長が長くなる。
【００４２】
　上述したように、第一光源部２１と第二光源部２２は、ワーク１０の搬送方向Ｄ１に沿
って隣接して配置されている。このため、ワーク１０が搬送されると、ワーク１０上に塗
布された材料物１１ａは、第一光源部２１からの光が照射された後に、第二光源部２２か
らの光が照射されることになる。この結果、異なる波長の光が照射されるため、材料物１
１ａの全体に光が進行し、硬化の度合を高めることができる。
【００４３】
　なお、図５に示すように、上流側に位置する第一光源部２１が備えるＬＥＤ素子２１ａ
を高密度に配置し、下流側に位置する第二光源部２２が備えるＬＥＤ素子２２ａを低密度
に配置するものとしても構わない。
【００４４】
　他の例として、光照射ユニット２は、第一光源部２１及び第二光源部２２をＤ１方向に
沿って複数組備えるものとしても構わない。また、光照射ユニット２は、第一光源部２１
及び第二光源部２２以外に、これらとは更にＬＥＤ素子の配置密度を異ならせた光源部を
備えるものとしても構わない。
【００４５】
　（第二実施形態）
　図６は、光照射装置１の第二実施形態の構成を模式的に示す図面である。本実施形態で
は、Ｄ１方向に隣接して配置された第一光源部２１と第二光源部２２において、冷却能力
を異ならせている。
【００４６】
　より詳細には、第一光源部２１は、複数の第一紫外ＬＥＤ素子２１ａを主面上に配置し
た第一実装基板２１ｂと、第一実装基板２１ｂの主面とは反対側の面に連絡して設けられ
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た第一ヒートシンク２１ｃとを有する。同様に、第二光源部２２は、複数の第二紫外ＬＥ
Ｄ素子２２ａを主面上に配置した第二実装基板２２ｂと、第二実装基板２２ｂの主面とは
反対側の面に連絡して設けられた第二ヒートシンク２２ｃとを有する。
【００４７】
　そして、図６の例では、第一ヒートシンク２１ｃと第二ヒートシンク２２ｃとの厚みが
異なっており、これによって、両者の冷却能力に差を生じさせている。より詳細には、第
一ヒートシンク２１ｃの厚みを第二ヒートシンク２２ｃよりも厚くすることで、第一ヒー
トシンク２１ｃの方が第二ヒートシンク２２ｃよりも高い冷却能力を有するように構成さ
れている。
【００４８】
　このような構成とすることで、第一発光部２１の方が第二発光部２２よりも冷却されや
すくなるため、光照射時において、第二光源部２２は、第一光源部２１よりも温度が高く
なる。この結果、第二光源部２２から照射される光は、第一光源部２１から照射される光
よりも波長が長くなり、第一実施形態と同様の効果を実現することができる。
【００４９】
　第一ヒートシンク２１ｃと第二ヒートシンク２２ｃとで冷却能力を異ならせる方法とし
ては、種々の方法を採用することができる。図７は別の例を示す模式的な図面であり、第
二ヒートシンク２２ｃと第二実装基板２２ｂとの間に、熱伝導率の低い材料層２２ｄを設
けている。この構成により、第二ヒートシンク２２ｃは、第一ヒートシンク２１ｃよりも
冷却能力が低下する。
【００５０】
　また、別の例として、第一ヒートシンク２１ｃと第二ヒートシンク２２ｃを共に水冷方
式のヒートシンクとし、第一ヒートシンク２１ｃ内に流通させる水量を、第二ヒートシン
ク２２ｃ内に流通させる水量よりも高めることで、第一ヒートシンク２１ｃを第二ヒート
シンク２２ｃよりも冷却能力を高める構成とすることもできる。
【００５１】
　また、別の例として、第一ヒートシンク２１ｃと第二ヒートシンク２２ｃを共に空冷方
式のヒートシンクとし、第一ヒートシンク２１ｃを第二ヒートシンク２２ｃよりもフィン
の数を増やす態様も可能である。
【００５２】
　更に別の例として、第一ヒートシンク２１ｃ側に設けられたファンの出力を、第二ヒー
トシンク２２ｃ側に設けられたファンの出力よりも高める態様も可能である。
【００５３】
　なお、上記の実施形態では、第一ヒートシンク２１ｃを第二ヒートシンク２２ｃよりも
冷却能力を高めた場合について説明したが、逆に、第二ヒートシンク２２ｃを第一ヒート
シンク２１ｃよりも冷却能力を高めた構成を採用しても構わない。
【００５４】
　第二実施形態においても、光照射ユニット２は、第一光源部２１及び第二光源部２２を
Ｄ１方向に沿って複数組備える構成としても構わない。また、光照射ユニット２は、第一
光源部２１及び第二光源部２２以外に、これらとは更に冷却能力を異ならせたヒートシン
クを含む光源部を備えるものとしても構わない。
【００５５】
　［別実施形態］
　以下、別実施形態につき説明する。
【００５６】
　〈１〉　第一実施形態では、第一光源部２１と第二光源部２２とで、ＬＥＤ素子の配置
密度を異ならせることで発熱の程度を異ならせ、これによって温度環境を異ならせていた
。これに対し、第一光源部２１と第二光源部２２とにおいて、ＬＥＤ素子の配置密度を同
一にしながら、注入電流量を異ならせることで発熱の程度を異ならせることで、温度環境
を異ならせるものとしても構わない。
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【００５７】
　〈２〉　上記の実施形態では、第一光源部２１及び第二光源部２２は、いずれもＤ１方
向に沿って複数列（図面上は３列）のＬＥＤ素子が配置されているものとしたが、この列
数は１でも構わない。
【００５８】
　〈３〉　第二実施形態において、上述した図面では、第一発光部２１が備える第一紫外
ＬＥＤ素子２１ａが実装されている基板と、第二発光部２２が備える第二紫外ＬＥＤ素子
２２ａが実装されている基板とが分離されているものとして説明したが、これらが同一の
基板で構成されているものとしても構わない。
【符号の説明】
【００５９】
　　　　１　　　：　　光照射装置
　　　　２　　　：　　光照射ユニット
　　　１０　　　：　　ワーク
　　　１１ａ　　：　　材料物
　　　１１ｂ　　：　　硬化後の材料物
　　　２１　　　：　　第一光源部
　　　２１ａ　　：　　第一紫外ＬＥＤ素子
　　　２１ｂ　　：　　第一実装基板
　　　２１ｃ　　：　　第一ヒートシンク
　　　２２　　　：　　第二光源部
　　　２２ａ　　：　　第二紫外ＬＥＤ素子
　　　２２ｂ　　：　　第二実装基板
　　　２２ｃ　　：　　第二ヒートシンク
　　　２２ｄ　　：　　材料層
　　　３０　　　：　　電源部
　　　５０　　　：　　光硬化装置
　　　５１　　　：　　材料物塗布部
　　　Ｄ１　　　：　　搬送方向
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